
四日市市告示第３８７号  

 四日市市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定に基

づく市長が定める額（平成５年四日市市告示第２０５号）の一部を次のように改正す

る。  

  平成２９年６月１９日  

                      四日市市長  森  智 広  

 

表を次のように改める。  

年齢階層  最低限度額  最高限度額  

２０歳未満       ４，７５１円   １３，２８７円  

２０歳以上２５歳未満       ５，３３３円  １３，２８７円  

２５歳以上３０歳未満  ５，８９４円  １３，９５８円  

３０歳以上３５歳未満  ６，２３３円  １６，４５６円  

３５歳以上４０歳未満  ６，６５４円  １９，１５７円  

４０歳以上４５歳未満  ６，８９３円  ２１，２７９円  

４５歳以上５０歳未満  ７，０３１円  ２４，２６９円  

５０歳以上５５歳未満  ６，７９２円  ２５，６３０円  

５５歳以上６０歳未満  ６，１９１円  ２４，９７６円  

６０歳以上６５歳未満  ５，００９円  ２０，２９７円  

６５歳以上７０歳未満  ３，９２０円  １５，５５８円  

７０歳以上  ３，９２０円  １３，２８７円  

 

附 則  

１ この告示は、告示の日から施行し、改正後の規定は、平成２９年４月１日以後の

期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び平成２９年４月１日以後に支給すべ

き事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年

金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る

補償基礎額については、なお従前の例による。  

２ 前項の規定にかかわらず、平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの

期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び平成２６年４月１日から平成２７年

３月３１日までの間に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について



は、別表第１に掲げる金額を、平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで

の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び平成２７年４月１日から平成２８

年３月３１日までの間に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額につい

ては、別表第２に掲げる金額を、平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日ま

での期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び平成２８年４月１日から平成２

９年３月３１日までの間に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額につ

いては、別表第３に掲げる金額を、四日市市議会の議員その他非常勤の職員の公務

災害補償等に関する条例（昭和４３年四日市市条例第５号）第５条の２及び第５条

の３の市長が最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額とする。  

 

別表第１  

年齢階層  最低限度額  最高限度額  

２０歳未満       ４，３０８円   １３，０４０円  

２０歳以上２５歳未満       ５，０２４円  １３，０４０円  

２５歳以上３０歳未満  ５，６１１円  １３，４４７円  

３０歳以上３５歳未満  ６，１０４円  １６，２８１円  

３５歳以上４０歳未満  ６，５２４円  １８，８３４円  

４０歳以上４５歳未満  ６，６０１円  ２１，７８４円  

４５歳以上５０歳未満  ６，７０８円  ２４，５３２円  

５０歳以上５５歳未満  ６，３７５円  ２５，３７６円  

５５歳以上６０歳未満  ５，９２２円  ２４，１１４円  

６０歳以上６５歳未満  ４，７２３円  １９，１６７円  

６５歳以上７０歳未満  ３，９３０円  １５，００１円  

７０歳以上  ３，９３０円  １３，０４０円  

 

別表第２  

年齢階層  最低限度額  最高限度額  

２０歳未満       ４，４７５円   １３，００５円  

２０歳以上２５歳未満       ５，０３０円  １３，００５円  

２５歳以上３０歳未満  ５，５８５円  １３，５７３円  

３０歳以上３５歳未満  ６，０６９円  １６，１９２円  



３５歳以上４０歳未満  ６，４７５円  １８，６８０円  

４０歳以上４５歳未満  ６，７２９円  ２１，４７２円  

４５歳以上５０歳未満  ６，６５４円  ２３，９８４円  

５０歳以上５５歳未満  ６，４７４円  ２５，１９１円  

５５歳以上６０歳未満  ５，８７８円  ２４，１３９円  

６０歳以上６５歳未満  ４，７３１円  １９，３８５円  

６５歳以上７０歳未満  ３，９３０円  １５，９９１円  

７０歳以上  ３，９３０円  １３，００５円  

 

別表第３  

年齢階層  最低限度額  最高限度額  

２０歳未満       ４，６８８円   １３，２０７円  

２０歳以上２５歳未満       ５，１７３円  １３，２０７円  

２５歳以上３０歳未満  ５，７２１円  １３，５８９円  

３０歳以上３５歳未満  ６，１３９円  １６，３１２円  

３５歳以上４０歳未満  ６，５７１円  １８，８０３円  

４０歳以上４５歳未満  ６，７５０円  ２１，３５５円  

４５歳以上５０歳未満  ６，８６５円  ２３，９２４円  

５０歳以上５５歳未満  ６，７３８円  ２５，２１４円  

５５歳以上６０歳未満  ６，０５７円  ２４，７４７円  

６０歳以上６５歳未満  ４，９１６円  １９，９３５円  

６５歳以上７０歳未満  ３，９３０円  １５，５７９円  

７０歳以上  ３，９３０円  １３，２０７円  

 

 (総務部人事課 ) 


